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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【№】 

１･２ 

３ 

３ 

４ 

 

 

５ 

５ 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

 

９ 

 

 

【内   容】 

◆町営住宅の入居者を募集します【１１月１日入居分】 

◆都城森林組合では、現場従業員を募集しています 

◆「第 123 回みまたん駅前よかもん市（朝市）」を開催します 

◆「文教みまたフェスティバル」を開催します 

◆「ふるさと発掘！埋文キャラバン」を開催します 

◆第 21 回「みまたボランティアまつり」を開催します 

◆「都城・小林地区障害者ふれあい合同面接会」を開催します 

◆「女性のための就職応援セミナー」を開催します 

◆町内小学校３校でオープンスクールを開催します 

◆平成３０年度新入学予定児童の健康診断を行います 

◆体力テスト(無料)で体力年齢を測ってみませんか？ 

◆赤い羽根共同募金のご協力をお願いします 

◆「全国一斉！法務局休日相談所」を１０月１日（日）に 

開設します 

◆１０月１６日（月）～２２日（日）は「行政相談週間」です 

◆町福祉・消費生活相談センター「消費生活無料法律相談」 

を実施します 

 

【分 類】 

＜募 集＞ 

 

＜催 し＞ 

 

 

 

 

＜講座・教室＞ 

＜お知らせ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜農林畜産業関連＞ 

 

 

 

 

＜相 談＞ 

 

 

 

 

９ 

１０ 

 

１１ 

１２ 

 

 

 

 

１３ 

 

１４ 

 

 

◆消費税軽減税率制度の説明会を開催します 

◆平成２９年分 給与所得の年末調整説明会を開催します 

◆「家内労働（内職）情報」をお知らせします 

◆マダニによる感染症に注意しましょう 

◆１０月の農業用廃棄プラスチック処理業務内容を 

お知らせします 

◆農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による  

町商品券交換事業を実施しています  

◆毎月１０日･２０日･３０日は「町内一斉消毒」の日です 

◆「人権相談」を実施します 

◆「無料法律相談」を実施します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

◆町福祉・消費生活相談センタ―では相談を 

受け付けています 

【分 類】 【№】 【内   容】 



 №１

 

◆ 町営住宅の入居者を募集します【１１月１日入居分】 

 

町営住宅の一部に空室がありますので、入居者の募集を行います。申し込

み方法や選考方法などは、申込書類配付時に都市整備課窓口で説明します。 

 

１．申し込み資格 

①現在、住宅に困窮
こんきゅう

していることが明らかな人であること。 

 ※原則として、公営住宅に住んでいる人や持ち家がある人は申し込みでき

ません。 

 

②現在、同居している、または同居しようとする親族（婚約者を含む）が 

いること。 

※婚約中の人は、申込日から３カ月以内に結婚（入籍）することが条件 

です。 

※離婚予定者（別居中・離婚調停中の人）は申し込みできません。 

 

例外として、以下の３項目のどれかに当てはまる場合は、単身者でも申

し込みできます。 

・６０歳以上の人 

   ・生活保護受給の人 

   ・身体障害者手帳（１級～４級）の交付を受けた人 

※単身者は、中原団地（1DK）のみの申し込みになります。  

 

③市町村税など、全ての税の滞納がないこと。 

 

④世帯の所得月額が１５万８，０００円以下であること。（公営住宅入居資 

格収入基準） 

※裁量世帯（未就学児がいる世帯など）は、所得月額の上限が 

２１万４，０００円以下となる場合もあります。    

※基準額は月額です。 

  

⑤暴力団の構成員でないこと。 

 

⑥入居後、団地で協力し合って生活ができる人。 

 

 

 

 

 

２.申込書類の配付期間・場所 

  

※申込書には添付する書類が多数あります。 

 

 

 

３．抽選会 ※申込書類審査合格者のみ抽選会に参加できます 

   抽選日時・・・１０月１９日（木）午後３時～ 

抽選会場・・・町役場４階 第１会議室 

          ※エレベーターをご利用ください。 

 

４．対象住宅（抽選）はページ No.２の表のとおりです 

  ※家賃は申込者の収入などで異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

都市整備課 建築係（２階 ⑧番窓口） 

☎：５２－９０６６（直通）にお願いします。 

 申込書類の配付 申し込み受け付け 

期 間 
９月１５日（金）～１０月５日（木） 

（土曜・日曜・祝日を除く） 
１０月３日(火）～５日(木） 

時 間 午前８時３０分～午後５時 

場 所 町役場２階 都市整備課 建築係（２階 ⑧番窓口） 

 募 集  



 №２

 
◎対象住宅（抽選）一覧表 

 

 

 

※裁量世帯（未就学児がいる世帯など）の場合、家賃が異なる場合があります。 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団地名 構 造 戸数 
階数 

号数 

建築 

年度 
間取り 

家 賃 

（円） 
備  考 

稗田 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 

３
階

建
て

 

１戸 
３階 

35 号 

昭和 

52 

 
３DＫ 

 
和室６畳 

和室６畳 

洋室６畳 

DＫ 

1 万 4,200 

～ 

2 万 1,200 

・三股西小校区 

・トイレ（水洗） 

・下水道使用料あり 

・共益費あり 

・シャワーなし 

・網戸なし 

南原 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 

３
階

建
て

 

1 戸 
3 階 

5 号 

昭和 

56 

 
 

３LDＫ 
 

和室６畳 

和室６畳 

洋室６畳 

ＬＤＫ 

1 万 6,000 

～ 

2 万 3,900 

・勝岡小校区 

・トイレ（水洗） 

・共益費あり 

・シャワーなし 

・網戸なし 

唐橋 

第２ 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 

４
階

建
て

 

1 戸 
4 階 

47 号 

昭和 

60 

 
３ＤＫ 

 
和室６畳 

和室６畳 

洋室６畳 

ＤＫ 

1 万 6,700 

～ 

2 万 4,900 

・三股西小校区 

・トイレ（水洗） 

・下水道使用料あり 

・共益費あり 

・シャワーなし 

・網戸なし 

山王原 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 

３
階

建
て

 

１戸 
３階 

27 号 

昭和 

54 

 
３ＤＫ 

 
和室６畳 

和室６畳 

洋室６畳 

ＤＫ 

1 万 4,200 

～ 

2 万 1,200 

・三股小校区 

・トイレ（水洗） 

・共益費あり 

・シャワーなし 

・網戸なし 

中原 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 

２
階

建
て

 

1 戸 

2 階 

E 棟 

113 号 

平成 

19 

 
 

1DK 
 

和室６畳 

ＤＫ 

1 万 5,500 

～ 

2 万 3,100 

・三股西小校区 

・トイレ（水洗） 

・下水道使用料あり 

・共益費あり 

・駐車場使用料あり 

 

 

※3LDK は 4 人以上

の世帯のみ申込みで

きます。 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 

３
階

建
て

 

1 戸 

2 階 

C 棟 

67 号 

平成 

18 

 
 

3LDK 
 

和室６畳 

洋室６畳 

洋室６畳 

ＬＤＫ 

2 万 6,000 

～ 

3 万 8,800 

塚原 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 

３
階

建
て

 

1 戸 

 

1 階 

B 棟 

51 号 

平成 

24 

 
 
 

３ＤＫ 
 

和室６畳 

洋室約６畳 

洋室約 4.5 畳 

ＤＫ 

2 万 600 

～ 

3 万 700 

 

 

・エレベーターあり 

・三股小校区 

・トイレ（水洗） 

・下水道使用料あり 

・共益費あり 

・駐車場使用料あり 

 

※小学生(次年度に小
学生になる児童を含
む)がいる世帯を優先
します。 
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◆ 都城森林組合では、現場従業員を募集しています 
 

 森林で働く人を募集しています。 

 仕事内容は、樹木の伐採・搬出、重機のオペレーター、トラックの運転、

苗木の植栽、下刈りなどです。 

 山林での仕事に興味がある人・仕事を探している人・林業経験者はもち 

ろん、未経験者やご家族でも大歓迎です。性別は問いませんので、気軽にご

連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 〒８８５－００５５ 

 宮崎県都城市早鈴町５０８５番地 

 都城森林組合（担当：上原・山角・中川） 

 ☎：２３－８７８７ にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
◆「第１２３回みまたん駅前よかもん市（朝市）」を開催します 

 

今回の朝市は、子どもも大人も楽しめるイベントを企画中です！ 

毎回、人気の商品や朝市でしか買えない限定商品がたくさん販売されます。

さらに、「朝市で使える商品券」がもらえるポイントカードや、出店者か 

ら提供された商品が当たるお楽しみ抽選会も行います。 

毎月第４日曜日は朝市会場で朝食を取りませんか？たくさんのご来場を心 

からお待ちしています。 

 

●商品券がもらえるポイントカードを発行します 

買い物をするともらえるポイント引換券を持って、ポイント引換所にお越 

しください。引換券１枚で１ポイントがもらえます。２０ポイントためる 

と朝市で使える５００円分の商品券と交換します。 

●お楽しみ抽選会は午前１０時ごろから開催します 

ポイント引換所で、抽選券をもらうことができます。 

抽選券は１人につき１枚までです。 

※雨の場合、抽選会を行わない場合がありますので、ご了承ください。 

  ●イベント企画中！ 

    皆さんに楽しんでいただけるイベントを企画中です！詳細は、チラシまたは 

「よかもんや」までご確認･お問い合わせください。「こんなイベントやって 

欲しい♪」など、皆さんからのご意見もお待ちしてます。 

 
  

※ごみ減量化のため、マイバッグ持参を推進しています。ご協力をお願いします。 

※新規出店者（出店料５００円）も募集しています。 
※イベント内容などは変更になる場合があります。 
 
■主催 みまたん駅前よかもん元気会        
 

 
※お問い合わせは、町物産館「よかもんや」 
☎：５２－３１３１ にお願いします。 

期 日 
９月２４日（日） 【毎月第４日曜日開催】 

※雨天でも実施します（荒天中止） 

時 間 午前８時～１０時３０分ごろ 

場 所 
町物産館「よかもんや」前駐車場（ＪＲ三股駅東隣） 

※雨の場合、店頭軒下と店内奥コミュニティ室で行います 

 催 し  

ウエルカム林業！ 



 №４

 
◆「文教みまたフェスティバル」を開催します 
 

「文教の町」三股町での教育支援の取り組みを紹介し、情報発信・交流を

行います。家庭・学校・地域が協力して、心豊かでたくましく生きる力を持

った子どもたちを育てる教育環境づくりを推進します。 

  ■主  催 ＝ 町教育委員会 

  ■日  時 ＝ １０月２１日（土）午後１時半～４時（受付：午後１時～） 

  ■会  場 ＝ 町立文化会館 

  ■内  容 ＝ 児童生徒による演劇、意見発表やＰＴＡによる実践事例発表

など。ぜひ、親子でご来場ください。 

※お問い合わせは、教育課 学校教育係（町中央公民館内） 

 ☎：５２－９３１４（直通）にお願いします。 

 

 
◆「ふるさと発掘！埋文キャラバン」を開催します 
 

県埋蔵文化財センターで、３５年間にわたって発掘調査を実施してきた中

から厳選した出土品を展示・紹介します。今回は本町の遺跡も紹介し、町民

をはじめ、広く県民が郷土の歴史に親しむことができます。 

  ■主  催 ＝ 県埋蔵文化財センター 

  ■共  催 ＝ 三股町、町教育委員会 

■会  期 ＝ ９月３０日（土）～１０月２９日（日） 

           観覧時間：午前９時～午後５時 

       ※１０月２日（月）、１０日（火）、１６日（月）、２３日（月） 

        は休館日のため観覧できません。 

  観覧料：無料 

  ■会  場 ＝ 町立文化会館 エントランスホール 

  ■内  容 ＝ 旧石器時代から江戸時代までを中心に、歴史の流れに沿った

県内出土品や本町の遺跡を、解説パネルを使って紹介します。 

※『文教みまたフェスティバル』当日（１０月２１日）は、県職員による出

前講座を実施し、展示解説や体験講座（拓本体験・土器パズルなど）を行

います。ぜひ、親子でご来場ください。 

 

※お問い合わせは、 

 教育課 生涯学習係（町中央公民館内） 

 ☎：５２－９３１１（直通）にお願いします。 

 
◆ 第２１回「みまたボランティアまつり」を開催します 
 

「ボランティアを何かやってみたい。でも、自分に合ったボランティアって

何だろう？」と日ごろ考えている町民の皆さんに、自分らしいボランティア

活動を見つけてもらうことを目的に、「ボランティアまつり」を開催します。 

 ボランティアの登録受付、ミニコンサートや創作遊びなど、さまざまな催

しが行われますので、ぜひご来場ください。 

 

■テーマ ＝ 「みまたにひろがれボランティアの輪！」 

■日 時 ＝ １０月２１日（土） 午前１０時～午後３時３０分 

■場 所 ＝ 町総合福祉センター「元気の杜」 

■内 容 ＝ ボランティア登録受付・歯科検診・バザー・国際交流・ミニコ

ンサート・各ボランティアの広場・出店・炊き出し・創作遊び・

環境コーナー・手話交流 など 

 

《バザー物品提供のご協力をお願いします》 

当日に行うバザーの物品を集めています。１０月２０日（金）まで受け付

けていますので、ご協力をお願いします。 

※益金は、福祉事業に役立てられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

【茶の湯コーナー】 

  毎年恒例のボランティアグループ「侘びすけ」による茶の湯コ

ーナーは、１０月２２日（日）午前１０時～午後３時に同会場で

開催します。 

  和の雰囲気に包まれながら、優雅なひとときを過ごしません

か？皆さんのご来場をお待ちしています。 
 

■料金 ＝ ５００円（お茶２席、お菓子付き） 
 
※益金は、福祉事業に役立てられます。 



 №５

 

◆「都城･小林地区障害者ふれあい合同面接会」を開催します 
 

求職中の障害者を対象に「ふれあい合同面接会」を開催します。 

働きたいと考えている皆さんを応援します。 

ぜひご参加ください。 

 

■日 時 ＝ １０月２０日（金） 

      午後１時３０分～４時 （受付：午後１時～） 

 

■会 場 ＝ ホテル中山荘 

       都城市松元町３－２０（☎：２３－３６６６） 

 

■参加見込み企業 ＝ ２５社程度（都城地区２０社・小林地区５社程度） 

 

※参加を希望する人は、①障害を確認できるもの（障害者手帳など） 

           ②写真を貼った履歴書とそのコピー（必要数）を準

備して、直接会場にお越しください。 

            ※コピーでも対応可能 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

ハローワーク都城 障害者担当 

 ☎：２２－１７４５（４３♯）、ファクス：２２－２０３７ 

 にお願いします。 

 

 

 

 

 

  

◆「女性のための就職応援セミナー」を開催します 
 

県では、女性のための就職応援セミナーを開催します。 

「仕事はしたいけど家庭と両立ができるか心配」「就職のことを相談したいけど、

誰に話せば…」など、再就職でお悩みの皆さん。まずは話を聴いてみることから始

めませんか？受講料・託児サービスは無料です。気軽にご参加ください。 

 

■日程・テーマ  

全講座メイン講師 横山
よこやま

由美
ゆ み

氏（Career
キ ャ リ ア

 Peko
ペ コ

代表、フリーアナウンサー、キ

ャリアコンサルタント） 

１回目 

１０月１８日（水） 

あなたのこれからを見つめなおそう 

～キャリアデザイン～ 

２回目 

１０月２０日（金） 

しなやかメンタルで就職活動 ワーク・ライフのイラ

イラを解消しよう 

～ストレスに強くなるメンタルの作り方～ 

３回目 

１０月２４日（火） 

女性の働き方ワークショップ 

～私らしい働き方を考える～ 

 ゲスト講師：野田
の だ

恭子
きょうこ

氏 

４回目 

１０月２５日(水） 

輝く女性の講演会 

～女性がいきいきと働くために～ 

 ゲスト講師：宮田若奈
み や た わ か な

氏 

５回目 

１０月３１日（火） 

就職準備セミナー 

～就職活動ってどうしたらいいの？～ 

 

■場所・時間など 

  場 所：都城市コミュニティセンター（都城市姫城町１０街区７号） 

  時 間：全講座 午前９時３０分～１１時３０分 

  対 象：再就職を希望する女性  定 員：２０人   

受講料：無料          託 児：有り（無料） 

■参加申し込み  

  １０月１６日（月）までにお申し込みください。 

※託児利用の場合は、１０月１１日（水）までにお申し込みください。 

  申込先＝（株）宮崎県ソフトウェアセンター（☎:0985-30-5010）または、 

県庁雇用労働政策課労政福祉担当（☎:0985-26-7106） 

 

※お問い合わせは、 

 県庁 雇用労働政策課 労政福祉担当 ☎:０９８５－２６－７１０６ 

 にお願いします。 

 講座・教室  



 №６

 

◆ 町内小学校３校でオープンスクールを開催します 

～小規模特認校で学びませんか？～ 

 

 町内の小学校には、それぞれ通学区域が定められており、皆さんが住む通

学区域の学校に通学することになりますが、住所を変更することなく、小規

模な学校へ通学することができる「小規模特認校制度」があります。 

本町では、梶山小学校、宮村小学校、長田小学校の３校を小規模特認校に

指定して、恵まれた自然環境の中で、学力の向上、健やかな成長や豊かな人

間性の育成を目的に、小規模校の特色を生かした教育活動を実施しています。 

この制度を利用したお子さんの就学を考えてみませんか。 

なお、３校のオープンスクールを開催します。興味のある人は参加してみ

ませんか？ 

 

■開 催 日 時 ＝ １０月５日（木） 午前９時～正午 

■申 込 方 法 ＝ 学校教育係に電話でお申し込みください。 

■申 込 期 限 ＝ ９月２９日（金） 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 教育課 学校教育係（町中央公民館内） 

 ☎：５２－９３１４（直通）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 平成３０年度新入学予定児童の健康診断を行います 

 

来年４月に小学校へ入学する児童の健康診断を行います。 

詳しくは、保護者に直接案内を郵送します。 

 

学 校 名 実 施 日（場 所） 受 付 時 間 

勝岡小学校 
１０月１２日（木） 

（勝岡小学校体育館） 午後１時３０分～ 

     １時５０分 
三股小学校 

１０月２５日（水） 

（三股小学校体育館） 

三股西小学校 
１０月２６日（木） 

（三股西小学校体育館） 

午後１時３５分～ 

１時５０分 

梶山小学校 

宮村小学校 

長田小学校 

１０月３１日（火） 

（町健康管理センター） 

午後１時３０分～ 

１時５０分 

 

※宮村小学校入学予定児童は、健康診断終了後に標準服の採寸などを行い 

ます。 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

教育委員会教育課 学校教育係（町中央公民館内） 

☎：５２－９３１４（直通）にお願いします。 

 

 

 

 お知らせ  



 №７

 
◆ 体力テスト(無料)で体力年齢を測ってみませんか？ 

   

 毎年好評の体力テストを実施します。 

この体力テストは、国の基準に基づき、自分の体力年齢を測ることができ

ます。 

ぜひ、この機会に体力を数字でチェックして、今後の健康・体力づ

くりの参考にしてみてはいかがでしょうか。  

また、体力テスト終了後に、参加者を  

対象とした卓球交流会を開催します。  

体育の日に楽しく汗を流しましょう！  

  

■日 時 ＝ １０月９日（月・祝）体育の日 

       受付時間 … 午前８時３０分～ 

       体力テスト … 午前９時～１０時 

       卓球交流会 … 午前１０時～午後５時    

          

■場 所 ＝ 町西部地区体育館 

 

■体力テスト内容 ＝ 握力・上体起こし・長座体前屈・反復横跳び 

           急歩・立ち幅跳び・２０㍍シャトルラン など 

 

■募集人員 ＝ ７０人 （定員になり次第締め切ります） 

※２０歳以上が対象です。 

 

■申込期限 ＝ １０月２日（月） 

電話で申し込みを受け付けます。 

家族、友達など誘い合わせのうえ気軽にご参加ください。 

 

 

※お申し込み・お問い合わせ 

教育課 スポーツ振興係（町教育委員会） 

☎：５２－９３１２（直通）にお願いします。 

 

 

 
◆ 赤い羽根共同募金のご協力をお願いします 

 

赤い羽根共同募金運動は、昭和２２年から始まり、運動創設７１年目を迎

えました。 

この運動は、私たちが安心して暮らせる地域をつくるため、「じぶんのま

ちを良くするしくみ」として、その機能を果たしてきました。誰もが幸せに

暮らせるまちづくり、また、さまざまな助けを必要としている人たちのため

に役立てられています。 

共同募金に寄せられた一人一人の善意が、やがて大きな輪になって地域の

福祉を高めていくことになります。 

今年も、皆さんのご支援とご協力を心よりお願いします。 
 

■運動期間 ＝ １０月１日（日）～１２月３１日（日） 

■本年度の募金目標額 ＝ ４８５万円 

■募金の方法 

    ①戸別(家庭)募金 ②法人(事業所)募金 ③学校募金 

④イベント募金 など 

■昨年度募金額 ＝ ４８９万１，０４７円 

■昨年度の募金の使途 

①お年寄りの福祉のために 

【福祉団体助成・社会参加助成事業】 
３１万円 

②障がいのある人の福祉のために 

【障害者団体助成事業社会参加支援事業】 
２９万９１２円 

③児童青少年の福祉活動および子どもたちの幸

せのために 【福祉協力校助成事業】 
３２万５，０００円 

④ボランティア活動・総合的な福祉活動(地域福

祉事業)のために 【小地域ネットワーク事業

ボランティア育成研修事業】 

１７２万６，１３５円 

⑤歳末たすけあい 【在宅要援護者の支援事業】 １０８万円 

⑥県内の福祉のために 

【社会福祉施設の車輌等助成事業】 
１１５万９，０００円 

 

■主 催：県共同募金会三股町共同募金委員会 

■主 管：町社会福祉協議会 
 

※お問い合わせは、町社会福祉協議会 

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 



 №８

 

◆「全国一斉！法務局休日相談所」を１０月１日（日）に 
開設します 

 

宮崎地方法務局では、「全国一斉！法務局休日相談所」を開設します。 

相談は無料です。秘密は固く守られますので、気軽にご相談ください。 

 

期 日 １０月１日(日) 

時 間 午前１０時 ～ 午後４時 ※要予約 

場 所 都城市中央公民館 大会議室 

相談内容 
登記（売買・相続など）、境界問題、戸籍、人権、遺

言、近隣間のトラブル、成年後見など 

相談員 
法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、

人権擁護委員 

 

◆相談は、事前の予約が必要です。 

宮崎地方法務局 都城支局 総務課に電話でお申し込みください。 

■予約時間 ＝ 午前８時３０分 ～ 午後５時１５分（土曜、日曜・祝日除く） 

■予約締切 ＝ ９月２９日（金） 午後５時１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

宮崎地方法務局都城支局総務課 

☎：２２－０４９０（音声ガイダンスに従って「３」を押してください。） 

にお願いします。 

 
 

 
◆ １０月１６日（月）～２２日（日）は 

「行政相談週間」です 
～困ったら 一人で悩まず 行政相談～ 

 

総務省では、行政相談制度を広く国民に周知して、利用を促進するために 

１０月１６日（月）～２２日（日）を「行政相談週間」と定め、広報活動を

集中的に行います。 

国などの行政の仕事に対して、 

①苦情や困っていることがある。 

②相談してみたが説明に納得がいかない。 

③制度や仕組みが分からない。 

④どこに相談すればよいか分からない。 

など、困っていることはありませんか。相談は無料、予約なしで気軽に利用

できます。相談者の秘密は固く守られます。 

 

本町では、「行政相談」を次のとおり実施しますので、気軽にご相談ください。 

 

日 程 １０月２日（月）・１０月１６日（月） 

時 間 午前１０時～正午 

場 所 総合福祉センター「元気の杜」 

相談委員 大村
おおむら

 田三
た み よ し

、久
く

寿
す

米
め

木
ぎ

 和明
かずあき

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、総務課 行政係（２階 ⑦番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通）にお願いします。 



 №９

 
◆ 町福祉・消費生活相談センター 

「消費生活無料法律相談」を実施します 
  

町福祉・消費生活相談センターと都城市消費生活センターでは、次の日程

で弁護士による消費生活無料法律相談を計画しています。町内に住む人が都

城市で相談を受けることもできます。お困りのことがありましたら、ぜひご

利用ください。 

 

期 日 
（三股町）１０月１２日（木） 

（都城市）１０月２７日（金） 

時 間 
（三股町）午後１時３０分～４時３０分 

（都城市）午後１時～午後４時 

場 所 
（三股町）町福祉・消費生活相談センター 

（都城市）消費生活センター（都城市役所本館２階） 

内 容 

消費生活上のもめ事や多重債務などの法律的な問題

について、弁護士が考え方や解決方法などを助言し

ます。 

個人の秘密は固く守られます。 

申込方法 

事前の予約が必要です。 

※申し込み多数の場合は受け付けできないことがあ

りますので、早めにお申し込みください。 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

 町福祉・消費生活相談センター ☎：５２－０９９９ 

都城市消費生活センター ☎：２３－７１５４ 

にお願いします。 

 
◆ 消費税軽減税率制度の説明会を開催します 
 

都城税務署では、事業者を対象に消費税の軽減税率制度に関する説明会を

開催します。 

多くの事業所に関係のある制度ですので、ぜひご参加ください。 

 

◎消費税の軽減税率制度は、平成３１年１０月１日に消費税率が 

１０％に引き上げられるのと同時に実施されます。 

◎軽減対象品目の取り扱いがある消費税の課税事業者だけでなく、 

会議費や交際費として飲食料品などを購入する事業者や消費税の 

免税事業者も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分 

経理など、制度の実施に向けた準備が必要です。 

 

【開催日時・会場など】 

日 時 会 場 備 考 

１０月２６日（木） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

都城税務署 ２階会議室 

（都城市上町２街区１１号 

都城合同庁舎 ２階） 

・座席数４０席 

・事前の申し込み 

が必要 

１０月２６日（木） 

午後１時３０分～３時 

都城税務署 ２階会議室 

（都城市上町２街区１１号 

都城合同庁舎 ２階） 

・座席数４０席 

・事前の申し込み 

 が必要 

１０月２７日（金） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

都城税務署 ２階会議室 

（都城市上町２街区１１号 

都城合同庁舎 ２階） 

・座席数４０席 

・事前の申し込み 

 が必要 

 

◎駐車場には限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用ください。 

◎会場の席数に限りがありますので、参加希望者は事前に都城税務署 総務課

の窓口で申し込みをしてください。 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

都城税務署 総務課 ☎：２２－４３７７（代表） 

※自動音声案内に従って「２」を選択してください。 



 №１０

 

◆ 平成２９年分 給与所得の年末調整説明会を開催します 
 

１２月は、給与などに係る源泉所得税の年末調整の月です。 

都城税務署では、平成２９年分給与所得の年末調整説明会を開催します。 

 

 

対 象 者 指定日時 会 場 

所在地郵便番号が 

「８８５－０００１」

から 

「８８５－００７９」

までの法人・個人 

１１月１６日（木） 

（午前９時受付開始） 

午前９時３０分～ 

午前１１時３０分 

町立文化会館ホール 

北諸県郡三股町大字

樺山３４０４番地２ 

 

※昨年と会場が変わ

っていますので、ご

注意ください。 

上記以外の人 

※三股町民はこちら 

１１月１６日（木） 

（午後１時受付開始） 

午後１時３０分～ 

午後３時３０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

都城税務署 ☎：２２－４３７７ にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
◆「家内労働（内職）情報」をお知らせします 

 

県の就職相談支援センター（家内労働相談窓口）では、家内労働の情報提

供とあっせんを無料で行っています。 

 

◎家内労働をお探しの人へ 

ご希望の家内労働がありましたら、就職相談支援センターにお問

い合わせください（ご希望の家内労働の募集がすでに終了している

場合もありますので、ご了承ください）。 

電話での相談も受け付けていますので、気軽にお問い合わせください。 

 

■内職者を募集しています！ 

＜仕事によっては細かい作業もあり、その他の求人条件が加わることがあります。＞ 

９月１日現在 

 仕事の内容 委託地域 工 賃 

ブレザーボタン付け・しつけ縫い

他 
三股町、都城市 １箇所 １０円～ 

プラスチック製品のバリ仕上げ・

検査・部品組立・シール貼り 
三股町、都城市 作業内容による 

人形の絵付けなど 
三股町、都城市とその近辺、 

小林市一部地域、高原町 
一個 １０～５０円 

縫製後の糸切りまとめ作業 

（ループ、まつり、ボタン付け、

肩パット付け） 

三股町、都城市とその近辺 

４円～ 

（宮崎県婦人既製洋

服製造業最低工賃

に準ずる） 

自動車用ハーネスのサブ作り 
Ａ：三股町、都城市とその近辺 

Ｂ：三股町、都城市 

Ａ・Ｂともに 

一本 ４～２０円 

大島紬織り 三股町、都城市とその近辺 
一反  

２万～４万５千円 

 

◎事業所の人へ 

家内労働に適したお仕事はありませんか？ 

内職者募集は、ぜひ「就職相談支援センター」をご利用ください。 

※お問い合わせは、 

都城就職相談支援センター 〒８８５－００２４ 都城市北原町２４街区２１号 

宮崎県都城総合庁舎１階 都城県税・総務事務所内 ☎・ファクス：２５－０３００ 

相談日：月曜日～金曜日（土・日・祝日は休みです）相談時間：午前９時～午後５時 

詳しくは県庁の公式サイトをご覧ください。 宮崎 内職 



 №１１

◆ マダニによる感染症に注意しましょう 

 

マダニにかまれることで感染する「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」の

報告数は、宮崎県が全国 1 位となっています。 
県の調査によると、感染推定地域は県内全域にわたり、山林作業だけでは

なく、農作業や畑仕事などの活動中に感染したと思われる例もあり、身近な

ところで発生しています。 

マダニは、春から秋にかけて活動が活発になります。しっかりと対策を行

って、マダニにかまれないように予防しましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フタトゲチマダニ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 町民保健課 健康推進係（健康管理センター） 

☎：５２－８４８１ にお願いします。 

 
 

 首にタオルを巻くかハ

イネックのシャツを着

用する 

 

つばのある帽子 

 

服の素材は化学繊維な

どダニの付きにくいも

の 

シャツの袖口は軍手な

どの中に入れる 

シャツの裾は 

ズボンの中に入れる 

靴下の中にズボンの裾

を入れ、ズボンは靴の

中に入れる 

■重症熱性血小板減少症候群(SFTS)とは？  

 2011 年に初めて特定された、「SFTS ウィルス」によって感染することで

引き起こされる病気です。主な症状は発熱、消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、

下痢、下血など)や、頭痛、筋肉痛、神経症状(意識障害、けいれん、昏睡)、

リンパ節腫脹、出血症状などを伴うものです。重症化すると死に至ること

もあります。 

■どんなところにマダニはいるの？  

  動物がいる場所、特に野生の動物が生息する自然環境が豊かな場所は、

マダニが生息できる環境です。普段、私たちが生活している周辺でも、木々

や畑などがあれば、マダニが生息している可能性があります。 

 例)シカ、イノシシ、野うさぎなどの野生動物が出没する環境 

   民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道など 

■予防するためには？  

  マダニにかまれないようにすることが重要です。特にマダニの活動が盛

んな春から秋にかけては注意が必要です。草むらや藪などに入るときは、

肌の露出を少なくしましょう。 

■マダニにかまれてしまったら、どうすればいいの？ 

  マダニの多くは、数日～７日間皮膚にかみつき吸血します。肌に付いた

マダニを無理に取ろうとすると、マダニが体内にあるウィルスを人体に注

入してしまう可能性があるので、皮膚科や外科で処置してもらいましょう。 

 １週間以上前にかまれ、刺し口がはっきりせず、発熱、関節痛、頭痛な

どの全身症状があるときは、内科を受診しましょう。そのときは、いつ、

どこを咬まれたか、山などに行ったかどうかを医師に伝えてください。 
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◆１０月の農業用廃棄プラスチック処理業務内容を 

お知らせします 
 
使用済みプラスチックは、排出業者（農業者）の責任で、適正に処理する 

ことが義務付けられています。 

☆１０月の農業用廃プラスチックの処理業務を次のとおり実施します。 

日  時 

１０月４日（第１水曜日）・１０月１８日（第３水曜日） 

≪午後１時３０分～３時３０分≫ 

★雨天時は中止になる場合があります。 

★この日時以外は受け入れできませんので、ご注意ください。 

場  所 町最終処分場（クリーンヒルみまた）  

搬入方法 
土・くずなど異物を取り除き、種類別・色別に分別して２０kg

程度にひもなどで縛って搬入してください。 

処理料金 

塩  化 ビ  ニ  ル・・・１kg当たり  ６円 

ポ リ 系・・・１kg当たり ２３円 

硬質プラスチック類・・１kg当たり ４１円 

注意事項 

★処理料金は現金支払いです。 

★印かん（認め印可）をお持ちください。 

★処分場内は徐行運転で走行してください。 

 
◆  農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による  

町商品券交換事業を実施しています  
 

農家の皆さんへ 

町農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会では、農業用廃棄プラス 

チック類（ビニールなど）の「再生処理利用」を目的とした排出処理をさら 

に促進するため、皆さんが処理した量をポイント化し、累積したポイント数 

に応じて「三股町商工会オリジナル商品券」に交換します。 

農業用廃棄ビニールなどの不法焼却・不法投棄は法律で禁止されています。 

適正処理への認識を高めるともに、この事業に積極的にご参加ください。 

 

◎事業の対象者は、次の①・②の要件を全て満たしている必要があります。 

①農業を営み、町内に居住していること。 

②処理日、場所や分別などを守ること。 

 

※お問い合わせは、農業振興課 農政企画係（３階 ⑫番窓口） 

☎：５２－９０８６（直通）にお願いします。 

 
◆ 畜産農家の皆さんへ 

     

 

 

 

 

現在、海外では口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザの発生事例が次々に

報告されています。伝染病に対する防疫意識を高め、よりいっそうの防疫

強化をお願いします。 
 
 

「畜産農家相互の注意喚起をお願いします」 
 

  

①長靴の履き替え 

  農場用と外出用の長靴を履き替えることで、付着したウイルスの侵入

を防ぎましょう。 

②踏み込み消毒槽の設置と点検 

  踏み込み消毒槽は必ず設置し、消毒薬が汚れたら取り替えましょう。 

③農場訪問者の記録と立ち入り規制 

  農場内への部外者の立ち入りを禁止するほか、畜産関係者や飼料運 

搬車など、農場に立ち入る人や車がいつ来たかを記録し、保存してお 

きましょう。 

④早期発見・早期通報 

  家畜に異常が見られたら、すぐに獣医師または都城家畜保健衛生所 

（☎：６２－５１５１）に連絡しましょう。 
 

※消毒薬・農場訪問記録用紙は、農業振興課で配布しています。 

    

 

※お問い合わせは、農業振興課 畜産振興係（３階 ⑫番窓口） 

☎：５２－９０８８（直通）にお願いします。 

 農林畜産業関連  
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◆「人権相談」を実施します 

 

いじめ・虐待などの｢人権相談｣だけでなく、家庭での悩み（夫婦・親子・

離婚・扶養・相続）、近隣トラブル、金銭貸借、借地借家、登記などの｢悩み

事相談｣にも応じています。気軽にご相談ください。 

※予約は不要です。なお相談は無料です。 

 

■特設人権相談 

期   日 １０月４日（水） 

時   間 午前１０時～午後３時 

場  所 ＪＲ三股駅多目的ホール「Ｍ★うぃんぐ」 

相 談 員 
黒木
く ろ き

兼
け ん

一郎
い ち ろ う

、桒
くわ

畑
は た

実余子
み よ こ

 

※相談員は、変更になる場合があります 

■常設人権相談 

日  時 平日の午前８時３０分～午後５時１５分 

場  所 
宮崎地方法務局都城支局 

（都城合同庁舎５階相談室） 

相 談 員 人権擁護委員・法務局職員 

 

※お問い合わせは、 

・特設人権相談： 総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

☎：５２－１１１２（直通） 

・常設人権相談：宮崎地方法務局都城支局 

☎：２２－０４９０ にお願いします。 

 

 

 

 

◆「無料法律相談」を実施します  
 

町社会福祉協議会では、毎月第３火曜日に「法律相談」を実施しています。 

 

 

期  日 １０月１７日（火） 

時  間 午後１時３０分～４時３０分 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

内  容 

土地・建物・登記・遺言・結婚・離婚・金銭面でのもめ

事など、法律上のさまざまな相談・悩み事に対して、司

法書士が適切に回答します。 

申込方法 

相談は予約制です。人数に制限がありますので、相談希

望者は早めに電話で申し込むか、直接来館してお申し込

みください。秘密は固く守られます。 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

町社会福祉協議会 

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 
 

 相 談  
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◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

 
町社会福祉協議会では、生活上のさまざまな問題についての相談を受け付

けています。 

また電話での相談も行っています。 

 

 

○相談日： 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

○時 間： 午前９時～午後５時 

○場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町社会福祉協議会 ☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

◆ 町福祉・消費生活相談センタ―では相談を 
受け付けています 

  

町福祉・消費生活相談センターでは消費生活のトラブルなど、さまざま 

な相談を受け付けています。お困りのことがありましたら、ぜひご利用く 

ださい。 

 

■相談内容 

＜消費生活に関する相談＞ 

  ・借金（多重債務）や訪問販売  ・商品やサービスの契約解除 

  ・架空請求詐欺         ・インターネットでの消費者取引 

 ＜福祉に関する相談＞ 

  ・心や体の健康   ・人間関係の悩み（職場・学校・家庭など） 

  ・女性相談     ・ＤＶ被害相談 

 

■相談日 ＝ 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

■時 間 ＝ 午前９時～正午、午後 1時～４時 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町福祉・消費生活相談センター 

☎：５２－０９９９ にお願いします。 


